
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
二
号 

 
埼
玉
県
療
育
手
帳
制
度
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
療
育
手
帳
制
度
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
知
的
障
害
者
等
」
を
「
知
的
障
害
（
知
的
機
能
の
障
害
が
発
達
期
（
お
お
む
ね
十

八
歳
ま
で
）
に
あ
ら
わ
れ
、
日
常
生
活
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
何
ら
か
の
特
別
の
援
助
を

必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
）
が
あ
る
者
（
児
童
を
含
み
、
以
下
「
知
的
障
害
者
」

と
い
う
。
）
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
（
知
的
障
害
児
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

知
事
は
、
申
請
者
が
、
第
二
項
に
規
定
す
る
審
査
に
必
要
な
調
査
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
相 

 

当
の
期
間
を
定
め
て
調
査
に
応
じ
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
に
応
じ
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
者
が
、
同
項
の
規
定
に
よ 

 

り
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
そ
の
求
め
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
そ
の
申
請
を
却
下
す
る
こ
と
が
で 

 

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
様
式
第
三
号
の
二
に
よ
り
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨 

 

を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
中 

 
 

 
 

 
 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

      
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

  

性
 

 
 
別

 

 

手
帳
番
号
 
埼
玉
県
第
 
 
 
 
 
 
号
 
交
付
年
月
日
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

「 

注
意
事
項

 

 
知
事
が
求
め
る
必
要
な
調
査
に
応
じ
て
い
た
だ
け
ず
、
審
査
に
必
要
な

 

報
が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
埼
玉
県
療
育
手
帳

 
制
度
要
綱
第
４
条
第
５

 

規
定
に
基
づ
き
、
申
請
を
却
下
す
る
場
合
が
あ
り
ま

 
 
す
。

 

性
別
（
任
意
記
入
）
 

 

 

」 

「 

」 

手
帳
番
号
 
埼
玉
県
第
 
 
 
 
 
 
号
 
交
付
年
月
日
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
等
級

 
 

 
注
意
事
項

 

 
知
事
が
求
め
る
必
要
な
調
査
に
応
じ
て
い
た
だ
け
ず
、
審
査
に
必
要
な
情

 

情
報
が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
埼
玉
県
療
育
手
帳
制
度
要
綱
第
４
条
第
５
項
の

 

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
申
請
を
却
下
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

手
帳
番
号
 
埼
玉
県
第
 
 
 
 
 
 
号
 
交
付
年
月
日
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
等
級

 
 

 

手
帳
番
号
 
埼
玉
県
第
 
 
 
 
 
 
号
 
交
付
年
月
日
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
等
級

 
 

 

「 

」 

」 

「 



 

様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号の２（第４条関係） 

療 育 手 帳 交 付 申 請 却 下 通 知 書 

 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

         様 

 

                       埼玉県知事             印  

 

 

  さきに申請のあった療育手帳の交付については、下記の理由により申請を却下するこ 

 とに決定したので通知します。 

 

                                   記 

 

 

 理由 

 

 

 

 
教  示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規則別記 

   第１の１の規定による文を記載して行うこと。 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
改
正
前
の
埼
玉
県
療
育
手
帳
制
度
要
綱
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要 

 

の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


